
No 指名停止理由 有資格業者名 措置期間 決定年月日 適用条項 事案の概要

1
東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地

三井住友海上火災保険（株）

2
東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号

あいおいニッセイ同和損害保険（株）

3
東京都千代田区大手町2丁目6番4号

東京海上日動火災保険（株）

4
その他の不正又
は不誠実な行為

千葉県山武郡九十九里町藤下1054番地44

（株）技建

令和7年1月30日から
令和7年2月28日まで
（1か月）

令和7年1月29日

九十九里町建設
工事請負業者等
指名停止措置要
領第2条第1項別
表第2第10号

　左記業者は、九十九里町が発注した
「粟生字北青排水整備工事」の入札に
おいて、落札候補者となったにもかか
わらず、主任技術者が都合により配置
できないとして、落札候補者辞退を申
し出た。

　左記業者は、千葉県内において、保
険契約者・発注者が行った損害保険契
約等が独占禁止法第３条の規定に違反
する行為だったとして、令和6年10月
31日、公正取引委員会から排除措置命
令を受けた。
　このことは、工事等の相手方として
不適当であると認められるので、指名
停止を行うものである。

令和６年度　指名停止一覧表

独占禁止法違反
令和6年11月28日から
令和7年5月27日まで
（6か月）

令和6年11月27日

九十九里町建設
工事請負業者等
指名停止措置要
領第2条第1項別
表第2第4号


